
 
 

 
報告第 23号 各種事務事業の取扱いについて 
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事 務 事 業 一 元 化 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

30
大分類コード 協議ランク

中分類コード 調整方針の区分

事務事業番号

35

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 課題 調整方針

担当課名 高齢者福祉課 高齢者福祉課 健康福祉課 健康福祉課

歳出予算額（平成16年度） 172,760千円 7,278千円 5,416千円 1,616千円

根拠法令等

・在宅介護支援センター運営事業実施要綱（国要･
綱）･
・相模原市在宅介護支援センター運営事業実施要･
綱

在宅介護支援センター運営事業等実施要綱（国要･
綱）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･
城山町在宅介護支援センター事業実施要綱

・在宅介護支援センター運営事業実施要綱（国要･
綱）･
・津久井町在宅介護支援センター事業実施要綱

・在宅介護支援センター運営事業実施要綱（国要･
綱）･
・相模湖町在宅介護支援センター運営事業実施要･
綱

会計の種別 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計

歳入予算額（平成16年度） 45,630千円 3,051千円 3,259千円 1,212千円

関係団体・慣行

使用料・手数料・補助金等

事務事業の別 特定財源・電算システム 特定財源 特定財源 特定財源

電算システム名 保健福祉総合相談システム

備考１ 基幹型については、D-4-7を参照 基幹型については、D-4-7を参照

備考２

表組等添付ファイル数　.XLS/.DOC

保健福祉部会

中分類項目

事務事業名

地域型在宅介護支援センター運営事業

合併協議事項

各種事務事業の取扱い

大分類項目

【事務事業の内容】 【事業目的】
　地域の在宅高齢者等の保健・福祉、介護等に関
する相談窓口及び介護予防・生活支援サービス等
の調整等、地域ケア体制の拠点として総合的に対
応することを目的とする。

【施設数】
　市内18か所

【事業内容】
　・総合相談、高齢者の実態把握及び介護ニーズ
　　等の評価
　・生活支援サービス等の利用調整（申請代行）
　・福祉用具の展示、紹介
　・家族介護者教室の実施
　・その他

【対象】
　市内に居住する概ね65歳以上の要援護高齢者及
び要援護となる恐れのある高齢者並びにその家族
等

【実施方法】
　社会福祉法人等へ委託

【保健福祉総合相談システム】
　相談記録入力､介護予防プラン作成等で使用

【平成16年度予算】
　事業委託料　　　　　　172,760千円
　　☆特定財源
　　　国庫補助金　　　　 45,630千円

【事業目的】
　在宅要援護者又は要援護となる恐れのある高齢
者、若しくはその家族に対し在宅介護等に関する
総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等又は
その家族の介護等に関するニーズに対応した各種
の保健福祉サービスが、総合的に受けられるよう
市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との
連絡調整等の便宜を供与し、地域の要援護高齢者
等その家族の福祉の向上を図る。
　
【対象】
　概ね６５歳以上の要援護高齢者等及びその家族
　
【実施施設】
　町内　１か所
　
　
【実施方法】
　社会福祉法人ライフホーム城山へ委託
　
　
【平成16年度予算】
　委託料　　　　7278千円
　　補助金　　　3051千円

【事業目的】
　地域の在宅高齢者等の保健・福祉、介護等に関
する相談窓口及び介護予防・生活支援サービス等
の調整等、地域ケア体制の拠点として総合的に対
応することを目的とする。

【施設数】
　町内１ヶ所

【事業内容】
　・総合相談、高齢者の実態把握及び介護ニーズ
　　等の評価
　・生活支援サービス等の利用調整（申請代行）
　・福祉用具の展示、紹介
　・家族介護者教室の実施
　・その他

【対象】
　町内に居住する概ね65歳以上の要援護高齢者及
び要援護となる恐れのある高齢者並びにその家族
等

【実施方法】
　社会福祉法人等へ委託（旭ヶ丘特別養護老人ホ
ーム）

【平成16年度予算】
　事業委託料　　　　　　5,416千円
　　☆特定財源
　　　県補助金　　　　　3,259千円

・１市３町で実施しているが、委託料の額に相違
　がある。

■①現行のまま存続
□②合併時に統合
□③速やかに統合
□④段階的に統合

相模原市の課等の名称

高齢者福祉課

調整済の可否

■　調整終了

□⑤廃止の方向で調整

【調整方針】
　現行のまま新市に引き継ぐ。
　ただし、業務内容、職員配置等の委託内容につ
いては、相模原市の制度に合わせる。

【事業目的】
　在宅の要援護高齢者や要介護となるおそれのあ
る高齢者又はその家族等に対して在宅介護等に関
するニ－ズに対応した介護保険・福祉サ－ビス
が、総合的に受けられるよう関係行政機関、サ－
ビス実施機関、事業所等との連絡調整を行う。

【対象】
　概ね６５歳以上の要援護高齢者等及びその家族
　
【実施施設】
　町内　　　　　地域型　　１か所
　
　
【実施方法】
　平成15年4月設置より相模湖町町社会福祉協議
　会に委託（基幹型と併せて委託）
　兼任職員1名を配置。

　
　
【平成16年度予算】
　委託料　　　　　 1,616千円
　　県補助金　　　 1,212千円

□A協議会　■B幹事会　□C専門部会



 
 

経 済 部 会 
 
 



事 務 事 業 一 元 化 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

30
大分類コード 協議ランク

中分類コード 調整方針の区分

事務事業番号

21

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 課題 調整方針

担当課名 農政課 経済課 産業経済課 産業環境課

歳出予算額（平成16年度） 77,728千円 881千円 1,214千円 754千円

根拠法令等

会計の種別 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計

歳入予算額（平成16年度） 0千円 0千円 0千円 0千円

関係団体・慣行 公共的団体 公共的団体 公共的団体 公共的団体

使用料・手数料・補助金等 補助金/交付金等 補助金/交付金等 補助金/交付金等 補助金/交付金等

事務事業の別

電算システム名

備考１

備考２

表組等添付ファイル数　.XLS/.DOC
1市3町の各種補助事業の補助率に格差が見られ
る。

□①現行のまま存続
□②合併時に統合
□③速やかに統合
■④段階的に統合

相模原市の課等の名称

農政課

調整済の可否

■　調整終了

□⑤廃止の方向で調整

【調整方針】
　合併後、3年以内に段階的に相模原市の制度に
統合する。

【目的】
　畜産の助長育成を図り、近代化施設の推進、畜
産環境保全対策、家畜防疫対策等、相模湖町にお
ける畜産を展開するため、事業の推進を図る。

【内容】
○家畜防疫事業費　51千円
　　アカバネ病予防接種、IBRワクチン接種
　　・補助率　1／3以内

○津久井郡畜産振興協議会負担金　30千円
　　郡畜産まつり等の開催

○酪農経営改善事業費補助金　528千円
　　受精卵移植事業は高度な技術を必要とする
　が、これからの酪農経営に欠かせない事業であ
　り、北海道から（受精卵目的）スーパー牛を導
　入。受精卵による高性能率牛の早期増殖を図っ
　ていく。
　　・補助率　1／3×1／2

○畜産共進会出品補助　30千円
　　郡・県で開催する畜産共進会に参加する出品
　牛に対する助成。
　　・1頭当たり 6千円

○家畜排泄物処理施設設置費奨励金　115千円
　　畜産公害防止奨励事業施設設置の固定資産税
　を畜産公害防止施設設置費奨励金として交付す
　る。
　　・固定資産税の補助
　　　　土地 1／2、家屋 2／5

【公共的団体の概要】
・畜産農家等で組織する団体。

【参考】
○　畜産農家数
　・　乳　牛　4戸　62頭

□A協議会　■B幹事会　□C専門部会

【事務事業の内容】 【目的】
　都市の中での畜産の助長育成を図り、近代化施
設の推進、畜産環境保全対策、家畜防疫対策等、
相模原市における総合的な都市畜産を展開するた
め、事業推進の拠点として畜産振興協会が行う事
業に助成する。

【内容】
○市畜産振興協会運営管理費補助金37,604千円
　・内　容　事務費、人件費（派遣職員3名、
　　　　　　　臨時職員1名）
　・事業費　38,678千円
　　　　　　（会費280、市補助金37,604、
　　　　　　　農協助成400、受取利息10、
　　　　　　　雑入384）
○市畜産振興協会事業費補助金　40,124千円
　①家畜防疫対策事業　4,780千円
　　・内　容　予防接種(牛、豚)、ワクチン導入
　　　　　　　(鶏)、家畜防疫作業員賃金、作業
　　　　　　　用消毒剤
　　・事業費　18,880千円
　　・補助率　1／3以内(賃金、消毒剤は定額)
　②飼料作物種子導入事業　200千円
　　・事業費　825千円
　　・補助率　1／3以内
　③近代化設備推進事業　6,813千円
　　・内　容　堆肥運搬車2件、天日乾燥機1件、
　　　　　　　焼却炉1件、ホイルローダー3件
　　・事業費　20,447千円
　　・補助率　1／3以内
　④畜産環境衛生事業　13,428千円
　　・施設整備事業補助
　　　　内　容　堆肥化施設整備3件
　　　　事業費　22,337千円
　　　　補助率　1／2以内
　　・環境対策衛生巡回指導　1,320千円
　　　　畜舎消毒事業、普及啓発活動、美化推進
　　　　事業
　　・配布用薬剤　26千円
　　・薬剤散布委託　914千円
　⑤酪農振興対策事業　12,451千円
　　・主　体　市酪農連絡協議会
　　・内　容　乳牛等資質改善対策事業(優良精
　　　　　　　液導入：乳牛、和牛)、乳用素牛
　　　　　　　預託事業、受精卵委嘱普及事業

【目的】
　都市の中での畜産の助長育成を図り、近代化施
設の推進、畜産環境保全対策、家畜防疫対策等、
城山町における総合的な都市畜産を展開するた
めの事業に助成する。

【内容】
○郡畜産振興協議会負担金　42千円
　・主　体　郡畜産振興協議会
　・内　容　協議会の事務費等の一部負担
　・事業費　661千円
　・補助率　郡町村会査定による

○家畜防疫環境衛生対策事業補助金　158千円
　・主　体　川尻三畜産（郡農協の下部団体）
　　内　容　予防接種（牛、豚）、ワクチン導
　　　　　　　入（鶏）
　・事業費　600千円
　・補助率　1/3、1/4以内
○受精卵移植技術定着事業補助金　75千円
　・主　体　川尻酪農部（郡農協の下部団体）
　・内　容　受精卵委嘱普及事業
　・事業費　225千円
　・補助率　1/3以内

○畜産施設等整備事業補助金　606千円
　・主　体　町内農家
　・内　容　養豚浄化槽施設整備1件、養鶏施
　　　　　　　設整備1件
　・事業費　2,421千円
　・補助率　1/4以内

【公共的団体の概要】
・畜産農家等で組織する団体。

【参考】
○畜産農家数（H15.4.1現在）
　・乳　牛　 2戸　    39頭
　・豚　　 2戸　   765頭
　・採卵鶏　 3戸　10,200羽

【目的】
　農村における畜産の助長育成を図り、近代化施
設の推進、畜産環境保全対策、家畜防疫対策等、
津久井町における円滑な畜産施策を展開するた
め、補助する。

【内容】
○郡畜産振興協議会負担金　49千円
　　　内　容　協議会の事務費等の一部負担
　　　事業費　661千円
　　　補助率　郡町村会査定による

○町酪農振興協議会補助金　1,165千円
　・内　容　家畜防疫対策、畜産環境保全対策
　　　　　　　事業等を円滑に推進するため補助
　　　　　　　する。
　①家畜防疫対策事業(H15）
　　　予防注射、パーネット投与
　　・事業費　323千円
　　・補助率　1/3以内
　②家畜農家環境衛生
　　　アルナックス、サナバキーム
　　・事業費　909千円
　　・補助率　1/3以内
　③乳牛品質改善
　　　優良精液利用により高性能乳牛へ改善す
　　る。
　　・事業費　641千円
　　・補助率　1/3以内
　④家畜受精卵移殖技術定着
　　・事業費　1,462千円
　　・補助率　1/3以内
　⑤環境美化
　　　サイロビニール等廃棄処理
　　・事業費　203千円
　　・補助率　1/3以内

【公共的団体の概要】
・畜産農家等で組織する団体。

【参考】
○　畜産農家数　H15.10現在
　・　乳　牛　9戸　　309頭
　・　採卵鶏　1戸　4,000羽
　・　肉　牛　5戸　　 62頭

（社）相模原市畜産振興協会補助金

合併協議事項

各種事務事業の取扱い

大分類項目

経済部会

中分類項目

事務事業名



事 務 事 業 一 元 化 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

30
大分類コード 協議ランク

中分類コード 調整方針の区分

事務事業番号

21

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 課題 調整方針

□①現行のまま存続
□②合併時に統合
□③速やかに統合
■④段階的に統合

相模原市の課等の名称

農政課

調整済の可否

■　調整終了

□⑤廃止の方向で調整

□A協議会　■B幹事会　□C専門部会

（社）相模原市畜産振興協会補助金

合併協議事項

各種事務事業の取扱い

大分類項目

経済部会

中分類項目

事務事業名

【事務事業の内容】 　　・事業費　12,501千円
　　・補助率　1／3以内
　　　　　　　(乳用素牛預託事業は定額）
　⑥養豚振興対策事業　333千円
　　・主　体　市養豚組合
　　・内　容　優良種豚導入、組織育成対策
　　・事業費　373千円
　　・補助率　1／3以内
　　　　　　　(組織育成対策は定額)
　⑦養鶏振興対策事業　1,930千円
　　・主　体　市養鶏連絡協議会、麻溝台養鶏組
　　　　　　　合
　　・内　容　直売用化粧箱、組織育成対策
　　・事業費　1,970千円
　　・補助率　1／3以内
　　　　　　　(組織育成対策は定額)
　⑧畜産啓発推進事業　189千円
　　・内　容　県共進会諸謝金、農業まつり

【公共的団体の概要】
・(社)相模原市畜産振興協会
　　市と農協が出資し、畜産農家の経営安定化等
　を目的に支援事業等を行う団体

【参考】
○畜産農家数（H15.4.1現在）
　・乳　牛　25戸　1,044頭
　・豚　　　 9戸　7,426頭
　・採卵鶏　16戸　293,885羽
　・肉　牛 　8戸　91頭
　・農家数　58戸

　
　
　
　
　



 
 

管 理 部 会 
 
 



事 務 事 業 一 元 化 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

30
大分類コード 協議ランク

中分類コード 調整方針の区分

事務事業番号

6

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 課題 調整方針

担当課名 学務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課

歳出予算額（平成16年度） 652,702千円 28,040千円 20,475千円 3,121千円

根拠法令等

国：幼稚園就園奨励費補助金交付要綱･
相模原市私立幼稚園就園奨励補助金交付要綱･

国：幼稚園就園奨励費補助金要綱･
（国庫）：城山町私立幼稚園就園奨励費補助金･
          交付要綱･
（町単）：城山町私立幼稚園就園費補助金交付･
          要綱

国：幼稚園就園奨励費補助金交付要綱･
津久井町私立幼稚園就園奨励補助金交付要綱･

国：幼稚園就園奨励費補助金交付要綱･
相模原町公私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱･
･
･

会計の種別 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計

歳入予算額（平成16年度） 171,709千円 4,544千円 5,795千円 551千円

関係団体・慣行

使用料・手数料・補助金等 補助金/交付金等 補助金/交付金等 補助金/交付金等 補助金/交付金等

事務事業の別 特定財源 特定財源 特定財源 特定財源

電算システム名

備考１

備考２

表組等添付ファイル数　.XLS/.DOC
【課題】
・公立幼稚園の国庫補助分の相違。
　  城山町　　保育料の減免制度（年額20,000円
　　　　　　　～64,000円／人)で対応
　　　　　　　（対象：生活保護世帯、町民税非
　　　　　　　　課税世帯、町民税所得割非課税
　　　　　　　　世帯）
　　相模湖町　年額20,000円～64,000円／人
　　　　　　　（対象：城山町と同じ）
　　津久井町　公立幼稚園なし
　　相模原市　公立幼稚園なし

・私立幼稚園の単独補助分の相違。
　　相模原市　年額12,000円／人（３、４、５歳
　　　　　　　児）
　　城山町　　年額48,000円／人（４、５歳児）
　　津久井町　制度なし
　　相模湖町　制度なし
　

□①現行のまま存続
■②合併時に統合
□③速やかに統合
□④段階的に統合

相模原市の課等の名称

学務課

調整済の可否

■　調整終了

□⑤廃止の方向で調整

【調整方針】
・公立幼稚園の国庫補助分については、合併時に
　城山町の制度に統合する。（保育料の減免制度
　で対応。）
　
・私立幼稚園の単独補助分については、合併時に
　相模原市の制度に統合する。

【対象】
　　　満３歳児から５歳児
　　　現在、幼稚園に在園し、町内に居住する者

【補助金額】
　　〔国庫補助分〕
　　　国交付要綱の補助限度額のとおり
　　〔町単独補助分〕
　　　制度なし

【１６年度予算内訳】
　　　国庫補助分
　　　　２７人　１，９８０千円

【平成１５年度就園奨励補助金対象者】
　　私立幼稚園　　4園　39人
　　　　３歳児　　  6人
　　　　４歳児　　 11人
　　　　５歳児　　 22人
    公立幼稚園    1園　74人
　　　　３歳児　　  0人
　　　　４歳児　　 33人
　　　　５歳児　　 41人
【相模湖町内私立幼稚園】(町外からの通園者含)
　　内郷花幼稚園　　　３歳児　 6人
　　　　　　　　　　　４歳児　18人
　　　　　　　　　　　５歳児　18人
　　　　　　　　　　　合　計  42人
【相模湖町内公立幼稚園】
　　相模湖幼稚園　　　３歳児　 0人
　　　　　　　　　　　４歳児　31人
　　　　　　　　　　　５歳児　33人
　　　　　　　　　　　合　計  64人

□A協議会　■B幹事会　□C専門部会

【事務事業の内容】 【対象】
　　　満３歳児から５歳児で６月１日（途中入園
　　は１０月１日）現在、幼稚園に在園し、市内
　　に居住する者

【補助金額】
　　〔国庫補助分〕
　　　国交付要綱の補助限度額のとおり
　　〔市単独補助分〕
　　６月１日在園者のみ一律１２，０００円／年

【実施方法】
　　・申請及び各保護者への交付について総て
　　　幼稚園を通して実施
　　・補助事務謝礼を幼稚園に交付
　　　２７０円／１件
　　　市内園のみ３０，０００円加算

【１６年度予算内訳】
　　　国庫補助分
　　　　７，２４２人　　５１５，１２８千円
　　　市単独補助分
　　　　１１，１００人　１３３，２００千円
　　　事務謝礼　　　　　　　 ４，３７４千円
【平成１５年度就園奨励補助金対象者】
　　私立幼稚園　１１１園　10,827人
　　　　３歳児　　1,999人
　　　　４歳児　　4,437人
　　　　５歳児　　4,391人
【相模原市内私立幼稚園】(市外からの通園者含)
　　私立幼稚園　　４５園　10,651人
　　　　３歳児　　1,937人
　　　　４歳児　　4,412人
　　　　５歳児　　4,302人
　

【対象】
　　〔国庫補助分〕
　　　満３歳児から５歳児で私立幼稚園に
　　　在園し、町内に居住する者
　　〔町単独補助分〕
　　　・４歳児から５歳児で私立幼稚園に在園し
　　　　町内に居住する者
【補助金額】
　　〔国庫補助分〕
　　　国交付要綱の補助限度額のとおり
　　〔町単独補助分〕
　　　各月１６日（３月は１日）在園（居住）
      者に一律４，０００円／月
【実施方法】
　　〔国庫補助分〕
　　　申請及び各保護者への交付について
　　　幼稚園を通して実施
　　〔町単独補助分〕
　　　申請は幼稚園を通し、交付は保護者口座に
　　　直接振込
【１６年度予算内訳】
　　　〔国庫補助分〕
　　　　２１７人　　１６，０４０千円
　　　〔町単独補助分〕
　　　　２５０人　１２，０００千円

【平成１５年度就園奨励補助金対象者】
　　私立幼稚園　　１０園　282人
　　　　３歳児　　 59人
　　　　４歳児　　101人
　　　　５歳児　　122人
 【城山町内私立幼稚園】(町外からの通園者含）
　　太陽の子幼稚園　３歳児　 38人
　　　　　　　　　　４歳児　133人
　　　　　　　　　　５歳児　 98人
　　　　　　　　　　合　計　269人
　　わかば幼稚園　　３歳児　 29人
　　　　　　　　　　４歳児　 69人
　　　　　　　　　　５歳児　 73人
　　　　　　　　　　合　計　171人
 【城山町内公立幼稚園】
     城山幼稚園　   ３歳児　　0人
　　　　        　　４歳児　 37人
　　　　　　        ５歳児　 39人
　  　　　　　      合  計 　76人

【対象】
　　　満３歳児から５歳児で幼稚園に在園し、町
　　内に居住する者

【補助金額】
　　〔国庫補助分〕
　　　国交付要綱の補助限度額のとおり
　　〔町単独補助分〕
　　　制度なし

【実施方法】
　　・申請及び各保護者への交付について総て
　　　幼稚園を通して実施

【１６年度予算内訳】
　　　国庫補助分
　　　　２７５人

【平成１５年度就園奨励補助金対象者】
　　私立幼稚園　　１２園　366人
　　　　３歳児　　 43人
　　　　４歳児　　170人
　　　　５歳児　　153人

【津久井町内私立幼稚園】(町外からの通園者含)
　　ばらの花幼稚園　　３歳児　16人
　　　　　　　　　　　４歳児　56人
　　　　　　　　　　　５歳児　40人
　　　　　　　　　　　合　計 112人
　　津久井ヶ丘幼稚園　３歳児　25人
　　　　　　　　　　　４歳児　71人
　　　　　　　　　　　５歳児　74人
　　　　　　　　　　　合　計 170人

幼稚園就園奨励補助金

合併協議事項

各種事務事業の取扱い

大分類項目

管理部会

中分類項目

事務事業名



事 務 事 業 一 元 化 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

30
大分類コード 協議ランク

中分類コード 調整方針の区分

事務事業番号

30

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 課題 調整方針

担当課名 学務課 教育総務課 教育総務課 教育総務課

歳出予算額（平成16年度） 13,558千円 4,933千円

根拠法令等

城山町立幼稚園の管理運営に関する規則･
城山町立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例･
城山町立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例施･
行規則

相模湖町立幼稚園の管理運営に関する規則･
相模湖町立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例･
相模湖町立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例･
施行規則･
･

会計の種別 一般会計 一般会計

歳入予算額（平成16年度） 13,220千円 5,853千円

関係団体・慣行

使用料・手数料・補助金等 使用料/手数料等 使用料/手数料等

事務事業の別 特定財源 特定財源

電算システム名

備考１

備考２

表組等添付ファイル数　.XLS/.DOC
【課題】
・相模原市と津久井町には公立幼稚園がない。
・城山町と相模湖町では、入園料、保育料、送迎
　バス、給食に相違がある。
 (1) 入園料
　　　 城山町    　2,500円
　　　 相模湖町　  3,000円
 (2) 保育料（月額）
　　　 城山町     10,000円
　　　 相模湖町    7,500円
 (3) 送迎バス
　　 　城山町     有り（月額2,300円又は3,000
　　　　　　　　　　 　 円の自己負担）
　　　 相模湖町　 なし
 (4) 給　食
　　　 城山町  　 完全給食(食材費は自己負担)
　　　 相模湖町　 ミルク給食(実費負担)

■①現行のまま存続
□②合併時に統合
□③速やかに統合
□④段階的に統合

相模原市の課等の名称

学務課

調整済の可否

■　調整終了

□⑤廃止の方向で調整

【調整方針】
・現行のまま新市に引き継ぎ、入園料、保育料、
　送迎バス及び給食は次のとおり統一する。
 (1) 入園料   　 2,500円
 (2) 保育料     10,000円（月額）
 (3) 送迎バス   有り（月額2,300円又は3,000
　　　　　　　　　　　円の自己負担）
 (4) 給　食   　完全給食（食材費は自己負担）

【目的】
　幼稚園教育を行う。
【内容】
　４・５歳児の心身の発達や地域の実情に即した
教育課程を編成し、幼児の総合的な指導を行な
う。
【対象者】
　相模湖町内に居住している４・5歳児
　4歳児　31名（うち障害児1名）
　5歳児　33名（うち障害児0名）
　合計64名(H16．5.1現在）
【職員数】
　園長1人　園長補佐1人　主任教諭2人
　臨時事務員1人　非常勤障害児介助員1人
　合計6人
【予算】
　歳入　幼稚園保育料　　　　5,760千円
　　　　　月額 7,500円×12月×64人
　　　　入園料　　　　　　　　 96千円
　　　　　3,000円×32人
　　　（歳入合計　　　　　  5,856千円）

　歳出　幼稚園維持管理費　　4,482千円
　　　　幼稚園保育運営費　　　391千円
　　　　幼稚園各種負担金　　　 60千円
　　　(歳出合計　　　　　　 4,933千円）
　

【送迎バス】
　制度なし

【給食】
・ミルク給食
・給食費　45円／１食

□A協議会　■B幹事会　□C専門部会

【事務事業の内容】 該当なし 【目的】
　幼稚園教育を行う。
【内容】
　４・５歳児の心身の発達や地域の実情に即した
教育課程を編成し、幼児の総合的な指導を行な
う。
【対象者】
　城山町内に居住している４・5歳児
　4歳児　40名（うち障害児5名）
　5歳児　39名（うち障害児1名）
　合計79名(H16．5.1現在）
【職員数】
　園長1人　主任1人　教諭3人
　臨時教諭1人　臨時運転手兼用務員1人
　非常勤障害児介助員4人　　合計11人
【予算】
　歳入　幼稚園保育料　　　　9,480千円
　　　　　月額10,000円×12月×79人
　　　　特別保育料　　　　　　759千円
　　　　　園バス利用者約30人×11月分
　　　　　月額2,300～3,000円
　　　　施設等使用料　　　　　 60千円
　　　　入園料　　　　　　　　100千円
　　　　　2,500円×40人
　　　　督促手数料　　　　　　　1千円
　　　　緊急地域雇用創出特別対策事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　2,820千円
　　　（歳入合計　　　　　 13,220千円）
　歳出　幼稚園運営管理経費　5,106千円
　　　　保健事業費　　　　　　418千円
　　　　幼稚園維持管理経費　4,081千円
　　　　教育振興管理経費　　　533千円
　　　　車両維持管理経費　　　600千円
　　　　緊急雇用障害児介助員配置事業費
　　　　　　　　　　　　　　2,820千円
　　　(歳出合計　　　　　　13,558千円）
【送迎バス】
・町保有のバス１台
・臨時運転手兼用務員1人
【給食】
・完全給食（給食センターで調理、運搬する）
・給食費　225円／１食（特別会計に歳入計上）

該当なし

公立幼稚園に関すること

合併協議事項

各種事務事業の取扱い

大分類項目

管理部会

中分類項目

事務事業名



事 務 事 業 一 元 化 調 書

合併協議事項番号 専門部会名

30
大分類コード 協議ランク

中分類コード 調整方針の区分

事務事業番号

16

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 課題 調整方針

担当課名 学校保健課 教育総務課学校給食センター 学校給食センター 教育総務課

歳出予算額（平成16年度） 484,425千円 26,123千円 131,000千円 25,821千円

根拠法令等

会計の種別 一般会計 一般会計 特別会計 一般会計

歳入予算額（平成16年度） 630千円 1千円 131,000千円 0千円

関係団体・慣行

使用料・手数料・補助金等 補助金/交付金等 使用料/手数料等

事務事業の別 特定財源 特定財源 特定財源

電算システム名

備考１

備考２

表組等添付ファイル数　.XLS/.DOC
【 課 題 】
・中学校給食の内容相違。
　（城山町、津久井町は完全給食）
　（相模湖町、相模原市はミルク給食）

■①現行のまま存続
□②合併時に統合
□③速やかに統合
□④段階的に統合

相模原市の課等の名称

学校保健課

調整済の可否

■　調整終了

□⑤廃止の方向で調整

【調整方針】
・現行のまま新市に引き継ぎ、合併後３年間で相
　模湖町、相模原市の中学校給食のあり方を検討
　する。

【目的、目標】
　町立の小学校を対象に児童の心身の健全な発達
や将来を担う子供達の健康を守るため学校給食を
提供する。
１　食事の正しいあり方と望ましい食生活を身に
　付ける。
２　食事を通して好ましい人間関係の育成を図
　る。
３　心身の健康と豊かな人間関係の育成を図る。
４　食材の大切さ、生産、流通、消費、郷土の食
　文化について考え関心を高める。
５　児童、生徒に食の指導を授業として行なって
　いる。
　　食の指導ための栄養士（県費）が派遣されて
　いる。
【内容】
 （歳出）
〇給食形態
　完全給食・民間委託センター方式
　小学校　　　　　　　　　　　　　　　３校
　中学校（ミルク給食）　　　　　　　　２校
　幼稚園（ミルク給食）　　　　　　　　１校
　　　　　　　　　　　　（ 計 ） ５校・１園
〇給食費（給食回数）
　幼稚園　　　５００円／月額（１００回/年）
　小学校　３，７００円／月額（１８０回/年）
　中学校  　　６００円／月額（１８０回/年）
〇給食費徴収
　 幼稚園　　学校徴収　　　　　　（私会計）
 　小学校　　学校・教育委員会徴収（私会計）
 　中学校　　学校徴収　　　　　　（私会計）

〇基礎数値（幼児・児童・生徒数）
　 幼稚園 （ １園）　　　　　　　　６４人
　 小学校 （ ３校）　　　　　　　５５０人
　 中学校 （ ２校）　　　  　　　３０５人
　　　　　　　　　　　　　計　　 ９１９人
 
　
　

□A協議会　■B幹事会　□C専門部会

【事務事業の内容】 【目的、目標】
　児童、生徒の心身の健全な発達に資し、国民の
食生活の改善に寄与する。

１、日常生活における食事について、正しい理解
　と望ましい習慣を養うこと
２、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこ
　と
３、食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進
　を図ること
４、食糧の生産、配分 及び 消費について、正し
　い理解に導くこと

【内容】
〇給食形態
 小学校（完全給食）単独校調理場方式　４４校
　　　　　　　　　センター〃（２場） １１校
 中学校（ミルク給食）　　　　　　　　２７校
　　　　　　　　　　　　　　（ 計 ） ８２校
〇給食費（給食回数）
　 小学校　３，７００円 /月額（１８０回/年）
　
　 中学校  ３９円１７銭/ １本（１６０回/年）
〇給食費徴収
 　小学校　　学校徴収（私会計）
 　中学校　　学校徴収（私会計）

〇基礎数値（児童・生徒数）
 　小学校（５５校）　　　　　３５，４９６人
　　　　（単独校　　４４校） ２８，７７６人
 　　　 （センター校 １１校）　６，７２０人
　 中学校（２７校）　　　　　１５，３７９人
　　（ 計 ８２校 ）　　　　　５０，８７５人
　
　

【補助金の概要】
　牛乳供給事業補助金　　　　　６３０千円
　

　
　

【目的、目標】
　町立の小学校及び中学校並びに幼稚園を対象に
幼児、児童、生徒の心身の健全な発達や将来を担
う子供達の健康を守るため学校給食を提供する。
１　食事の正しいあり方と望ましい食生活を身に
付ける。
２　食事を通して好ましい人間関係の育成を図
る。
３　心身の健康と豊かな人間関係の育成を図る。
４　食材の大切さ、生産、流通、消費、郷土の食
文化について考え関心を高める。

【内容】
 （歳出）
〇給食形態
　完全給食・センター方式
  幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　１園
　小学校　　　　　　　　　　　　　　　４校
　中学校　　　　　　　　　　　　　　　２校
　　　　　　　　　　　　（ 計 ）  ６校・１園
〇給食費（給食回数）
　幼稚園　２，５００円/月額（１００回/年）
　小学校　３，５００円 /月額（１８１回/年）
　中学校  ４，２００円/ 月額（１８１回/年）
〇給食費徴収
　 幼稚園　　学校徴収（私会計）
 　小学校　　学校徴収（私会計）
 　中学校　　学校徴収（私会計）

〇基礎数値（児童・生徒数）
　 幼稚園 （１園）　　　　　　　　　７９人
　 小学校 （ ４校）　　　　　 １，３０５人
　 中学校 （ ２校）　　　  　　 　６３５人
　　　　　　　　　　　　　計　２，０１９人
 

【使用料の概要】
　私用電話使用料　　　　　　　　　　　１千円
　
　

【目的、目標】
　児童、生徒の心身の健全な発達に資し、国民の
食生活の改善に寄与する。

１ 日常生活における食事について、正しい理解
　と望ましい習慣を養うこと
２ 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこ
　と
３ 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進
　を図ること
４ 食糧の生産、配分 及び 消費について、正し
　い理解に導くこと

【内容】
〇給食形態
 完全給食・センター方式　　　　　　　　１場
 　小学校　　　　　　　　　　　　　　　７校
 　中学校　　　　　　　　　　　　　　　５校
　　　　　　　　　　　　　　（ 計 ） １２校
〇給食費（給食回数）
　 小学校　３，７００円 /月額（１８２回/年）
　 中学校  ４，２００円/月額（１８２回/年）
〇給食費徴収
 　小学校　　町徴収（特別会計）
 　中学校　　町徴収（特別会計）

〇基礎数値（児童・生徒数）
 　小学校（７校）　　　　　　　１，７３４人
　 中学校（５校）　　　　　　　　　９９４人
　　（ 計１２校 ）　　　 　　　２，７２８人
　　　　　　　　（平成１６年４月１３日現在）

学校給食事業の取扱い

合併協議事項

各種事務事業の取扱い

大分類項目

管理部会

中分類項目

事務事業名


	保健福祉部会
	経 済 部 会
	管 理 部 会



